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１．サクラエビ春漁終了                －県桜えび漁業組合―  

 県桜えび漁業組合（望月武組合長）では、4 月 4 日に始まった駿河湾特産サクラエビ春漁を

6 月 4 日をもって終漁、当初の終了予定日 6 月 10 日から 6 日前倒しの早期終漁となりました。 

今漁期は、解禁直後から不漁が続き、4 月、5 月に各 1 回休漁措置をとったものの 5 月の盛

漁期を迎えても水揚げの好転は見られず、5 月末時点の漁獲量は約 300 トンで昨年春漁終了

時の 4 割程度にとどまっていました。 

このような中、組合では、悪化している資源状況に加えて今漁期、産卵及び抱卵個体が例

年に比べ早く出現していたことなどを踏まえ、これら産卵する親エビを保護し一刻も早い資

源回復に向けた取組をすることが重要との判断から 6 月 4 日に開催した由比・大井川の各船

主会で早期終漁を決定したものです。 

  

２．平成 29 年度水産白書が閣議決定            －水産庁― 

 平成 29 年度水産白書（「平成 29年度水産の動向」及び「平成 30 年度水産施策」）が 5月 25

日、国会提出案件として閣議決定され公表されました。水産白書は、水産基本法に基づき、

政府が水産の動向や水産に関する施策について国会に報告するもので、毎年作成し国会に提

出されています。 

 今回の水産白書では、「水産の動向」第 1章で、水産業に関する技術の発展とその利用 ～

科学と現場をつなぐ～ として①水産業に関する技術の発展の歴史②海洋環境や資源状況の

情報とその活用状況③ICT の活用が特集として組まれ「明治期以降の先進的な外国の技術導入

とそれに伴う国内の技術発展」「人工衛星等の活用による海洋環境や資源状況の把握と予測」

などについて解説するとともに、「養殖業、沿岸漁業、沖合域の漁業、流通・加工などの各分

野における ICT 活用の具体的事例」なども紹介されています。この中で水産業の持続的発展

に向けては、幅広いデータの取得・共有・活用の促進による生産性の向上や効率的・先進的

な水産業への転換が必要であり、漁業の特殊性を考慮した ICT の活用が重要と述べられてい

ます。  

第 2 章では、平成 28年度以降の我が国水産業をめぐる動きをはじめ、水産物の安定供給と

水産業の健全な発展を図るため進める各種施策として①水産資源及び漁場環境をめぐる動き

②我が国水産業をめぐる動き③水産業をめぐる国際情勢④我が国の水産物の需給・消費をめ

ぐる動き⑤安全で活力ある漁村づくり⑥東日本大震災からの復興などが紹介されています。 

また「平成 30 年度水産施策」については、平成 29 年 4 月に閣議決定された新たな水産基

本計画に基づき、今年度講ずるべき施策について記述されています。なお、「平成 29年度水

産 白 書 」 の 全 文 は 、 水 産 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ で 閲 覧 す る こ と が 出 来 ま す 。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html 

  

３．各種団体が通常総会を開催 

 県おさかな普及協議会は、5月 23 日、県水産会館において第 40回通常総会を開催し、平

成 29年度事業報告書及び平成 30年度事業計画を上程し、任期満了に伴う役員選任を含め、

全事項を可決承認しました。 

 また、県漁港漁場協会が 5月 25 日、焼津市のホテルアンビア松風閣において、第 69回通

常総会を開催したほか、県遊漁船業協会、JF静岡女性連も 5月 30 日、県水産会館において、

それぞれ第 28 回通常総会、第 62 回通常総会を開催し、平成 29 年度事業報告及び平成 30

年度事業計画を上程し、役員補欠選任を含め、全事項を可決承認しました。 

 静岡県水産多面的機能発揮対策協議会の平成 30年度総会については、去る 5月 15 日、県

水産会館において開催されています。 

 

４．海洋環境保全推進月間の実施               ―海上保安庁― 

 海上保安庁では、「未来に残そう青い海」をスローガンに本年度も 6 月 1 日から 6 月 30

日までの１か月間を「平成 30 年度海洋環境保全推進月間」と定めています。今年度は、特

に「海事・漁業関係者、若年層を含む一般市民等による油類の排出、廃棄物の不法投棄によ

る海洋汚染に対する環境保全指導や啓発活動の実施」を重点項目としています。特に初歩的

なミスである設備の取扱不注意等による油類の排出未然防止や廃棄物の不法投棄防止のた

めの指導・啓発活動を行うこととしています。各漁協においても同推進月間の趣旨をご理解

の上、傘下組合員への周知徹底と指導にご配意ください。 

 

５．「パールフェスタ２０１８」開催のお知らせ        －県漁連資材課― 

 本会では、全漁連、愛媛県漁連の協力により、6月 22 日（金）～ 6 月 24 日(日)の 3 日

間、静岡中央ビル（県水産会館）5階大会議室を会場に「パールフェスタ」を開催します。 

皆様、お誘い合せのうえ、多数ご来場頂きますようご案内します。 

◇開 催 日 平成 30年 6月 22 日(金)～6月 24 日（日） 

◇開催時間 午前 10時〜午後 6時  ＊最終日は午後 5時迄 

◇会 場 静岡中央ビル（県水産会館）5階大会議室 

◇問合わせ 県漁連購買部資材課 TEL：054－252－5154 

 

本紙は、県内の漁業振興を目的に（公財）静岡県漁業振興基金の協力により発行する定期刊行物です。 

  

 

 

 




